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要　約
　令和2年著作権法等改正においては，リーチサイト対策や侵害コンテンツのダウンロード違法化に係る措
置に加えて，写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大，行政手続に係る権利制限規定の整備，著作物を
利用する権利に関する対抗制度の導入，著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化，アクセスコントロール
に関する保護の強化，プログラムの著作物に係る登録制度の整備，といった制度が導入された。
　同改正の大きな目的の一つは，近年その被害が深刻化しているインターネット上における著作権侵害への対
応，より具体的には，海賊版による被害への対策にあった。
　そこで，令和2年度著作権委員会では，海賊版対策として導入されたリーチサイト対策や侵害コンテンツ
のダウンロード違法化に係る措置を中心に，改正に至る経緯も踏まえながら，改正法の内容について調査研究
を行った。本稿ではその結果を報告する。
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1．はじめに
　1．1　令和 2年改正著作権法の内容
　令和 2年 6 月 5 日，「著作権法及びプログラムの著
作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する
法律」（以下，「改正法」という。）が可決・成立し，
同月 12 日に公布され，令和 2年 10 月 1 日，令和 3年
1月 1日，又は同年 6月 1日に施行された。
　改正法は，インターネット上の海賊版対策の強化の
ため，①リーチサイト対策（著作権法 113 条 2 項～4
項，119 条 2 項第 4号・第 5号，120 条の 2第 3号等），
及び②侵害コンテンツのダウンロード違法化（著作権
法 30 条 1 項第 4号・2項，119 条 3 項第 2号・5項等）
に係る措置を講じたのみならず，著作物の円滑な利用
を図るため，③写り込みに係る権利制限規定の対象範
囲の拡大（著作権法 30 条の 2），④行政手続に係る権
利制限規定の整備（地理的表示法・種苗法関係）（著
作権法 42 条 2 項），及び⑤著作物を利用する権利に関
する対抗制度の導入（著作権法 63 条の 2）に係る措
置，また，著作権の適切な保護を図るため，⑥著作権
侵害訴訟における証拠収集手続の強化（著作権法 114
条の 3），及び⑦アクセスコントロールに関する保護
の強化（著作権法 2条 1 項第 20 号・第 21 号，113 条
7 項，120 条の 2 第 4 号等）に係る措置を講じたもの
である。また，改正法は，⑧プログラムの著作物に係
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る登録制度の整備のための「プログラムの著作物に係
る登録の特例に関する法律」の改正も含むもので
ある。
　このうち，上記①リーチサイト対策，及び②侵害コ
ンテンツのダウンロード違法化は，近年その被害が深
刻化しているインターネット上における著作権侵害へ
の対策のため，具体的には，インターネット上におい
て，著作権を侵害するコンテンツ（海賊版）が多数
アップロードされ，その結果，著作権者に対価が支払
われることなく，無断で，多くのコンテンツが視聴さ
れ，あるいはダウンロードされるという海賊版の被害
が深刻さを増しているところ，このような海賊版によ
る被害への対策のために導入されたものである。

　1．2　改正に至る経緯
　今回の改正法については，上記②の侵害コンテンツ
のダウンロード違法化の対象を巡って議論が紛糾し，
改正が一度見送られた経緯があった。
　すなわち，平成 31 年 2 月に，海賊版による被害へ
の対策のため，文化庁によって，上記①や②を含む著
作権法等の改正の方針が示されたが，特に②侵害コン
テンツのダウンロード違法化の内容に関して，各界か
ら，ダウンロード違法化の対象範囲が広範に過ぎるの
ではないかという危惧が示された結果，国会への法案
提出が見送られた。
　平成 31 年 2 月当時の文化庁の案は，ダウンロード
違法化の対象を，特別な限定を設けずに，従前から違
法とされていた音楽・映像以外の著作物全体に拡大し
たものであったが，国民の日常的なインターネット利
用が萎縮するとの懸念が広がり（その中には，広く国
民に利用されているスクリーンショットにおいて，著
作権侵害の画像等が偶然に写り込んだ場合にも著作権
侵害を問われる可能性が否定できないとの懸念もあっ
た），漫画家など海賊版被害の当事者からも違法化の
範囲が広すぎるとの意見も出てきたこともあったこと
から，最終的に改正が見送られた。
　そこで，上記懸念を解消するために，文化庁におい
て再検討を行い，「深刻な海賊版被害への実効的な対
策を講じること」と「国民の正当な情報収集等に萎縮
を生じさせないこと」という 2つの要請のバランスに
留意したうえで，今回の改正法における①リーチサイ
ト対策及び②侵害コンテンツのダウンロード違法化の
内容が定められた。また，同様の観点から，③写り込

みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大も導入される
に至ったものである。

　1．3　本稿における検討対象
　以上のとおり，改正法は，「深刻な海賊版被害への
実効的な対策を講じること」，言い換えれば，著作権
保護という要請と，「国民の正当な情報収集等に萎縮
を生じさせないこと」，言い換えれば，著作物の円滑
な利用の促進という要請という 2つの相反する要請の
バランスに留意したうえで，①リーチサイト対策（著
作権法 113 条 2 項～4項，119 条 2 項第 4号・第 5号，
120 条の 2第 3号等），②侵害コンテンツのダウンロー
ド違法化（著作権法 30 条 1 項第 4号・2項，119 条 3
項第 2 号・5 項等），及び③写り込みに係る権利制限
規定の対象範囲の拡大（著作権法 30 条の 2）を導入
した。
　本稿では，新たに導入されたこれらの制度におい
て，上記 2つの要請（著作権保護の要請と著作物の円
滑な利用の促進という要請）がどのような形で実現さ
れているのかという観点に着目しながら，制度の内
容，要件，効果等について説明を行うものである。
　また，近年のインターネット配信によるコンテンツ
提供及びそれに伴う不正利用の増加を受け，コンテン
ツの不正利用防止のための保護技術（アクセスコント
ロール）の一つであるシリアルコードを利用したライ
センス認証に関連する改正も導入されたことから（⑦
アクセスコントロールに関する保護の強化），この改
正の内容についても最後に簡単に説明を行う。

2�．インターネット上における海賊版被害の実態
とこれまでの対策

　改正前の著作権法の下では，著作権者の許可なくイ
ンターネット上に著作物をアップロードする行為，及
び，音楽及び映像に限っては違法にアップロードされ
たことを知りながら私的使用目的のためにダウンロー
ドする行為（録音及び録画行為）について（なお，私
的使用目的のためではないダウンロード行為について
は，その著作物が何であれ，著作権者の許諾がない限
りは著作権侵害に当たることは当然である），著作権
侵害とすることが可能であったが，私的使用の目的
で，漫画，書籍，論文といった静止画やコンピュー
タープログラムをダウンロードする行為は規制され
ておらず，著作権侵害に問うことは難しい状況で



令和 2年著作権法改正

Vol. 74　No. 12 － 21 － パテント 2021

あった。
　このように漫画，書籍，論文といった静止画やコン
ピュータープログラムのコンテンツの海賊版について
は，アップロード行為が違法とされているにとどま
り，私的使用目的でのダウンロード行為に何らの法規
制がなかったことも相俟って，海賊版による被害は深
刻な状況にあった。
　そこで，侵害コンテンツの私的使用目的でのダウン
ロードを違法とする法改正が求められていた。
　また，いわゆるリーチサイト・リーチアプリの存在
が海賊版のダウンロード被害を増大化させていた。
リーチサイトとは，著作権侵害コンテンツが掲載され
ているサイト（ストレージサイト）へのリンク情報等
を掲載するサイトのことであり，コンテンツの種類
（漫画，雑誌，文芸書，写真集等）ごとに，また，作
品ごとに，整理，分類されてリンク情報を掲載するこ
とにより，利用者が容易に侵害コンテンツへアクセス
できるようにしたサイトのことである。リーチアプリ
とは，アプリケーションを介して著作権侵害コンテン
ツへのリンク情報を提供するようなソフトウェアであ
る。このようなリーチサイト・リーチアプリの存在に
より，著作権侵害コンテンツのダウンロードが容易な
状況が生まれており，改正前の著作権法ではリンク提
供行為やこのようなリーチサイト・リーチアプリの運
営者の行為を著作権侵害に問うことは難しかったこと
から，リーチサイト・リーチアプリを規制することが
可能な法改正が求められていた。
　以上のような海賊版被害の実態を踏まえて，改正法
が制定されるに至ったものである。

3．リーチサイト対策
　3．1　リーチサイト・リーチアプリとは－定義
　「リーチサイト・リーチアプリ」とは，違法にアッ
プロードされた著作物（侵害コンテンツ）へのリンク
情報（URLそのものやURLを記号に置き換えたもの
等）を集約したウェブサイト又はアプリケーションソ
フトウェアを指す。いずれも，自身のウェブサイト等
に侵害コンテンツ自体を掲載するのではなく，侵害コ
ンテンツへ誘導する点が特徴である。
　改正法の制定前においては，このような侵害コンテ
ンツへのリンク情報等を提供する行為は，当該著作物
の自動公衆送信または送信可能化には該当しないと判
断した裁判例（例えば，大阪地判平成 25 年 6 月 20 日
など）があり，また，一定の場合には公衆送信権侵害
の幇助が成立する可能性があるとの考え方は存在して
いたものの（例えば，札幌地判平成 30 年 5 月 18 日な
ど），幇助が成立したとしても差止請求を認める可能
性については否定的な考え方が多く（例えば，知財高
判平成 22 年 8 月 4 日など），取り締まりが困難な状況
であった（1）。
　以上のような背景・経緯があったところ，改正法は
リーチサイト・リーチアプリに関して，以下の二つの
行為を著作権侵害として規制し，著作権保護を図った
ものである。
　①�侵害コンテンツのリンク情報を提供する行為（リ
ンク提供者による行為）

　②�リーチサイトの運営行為・リーチアプリの提供行
為（リーチサイト運営者・リーチアプリ提供者に
よる行為）

　他方で，改正法は，刑事罰（著作権法 119 条 2 項第

文化審議会著作権分科会「文化審議会著作権分科会報告書」（2019 年 2月）4頁より
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4 号・5 号）については親告罪とし（著作権法 123 条
1 項），自ら直接的にリーチサイトの運営行為・リー
チアプリの提供行為を行っていないいわゆるプラット
フォーマーについては今回の規制が及ばない（著作権
法 113 条 3 項，119 条 2 項第 4 号・5 号）こととする
など，著作物の円滑な利用の促進という要請にも一定
程度配慮している。

　3．2　規制の内容
　（1）　リンク提供者の規制
　侵害コンテンツのリンク情報を提供する行為は，著
作権法第 113 条 2 項により，みなし侵害となる。
　1）　対象行為
　リンク情報の提供方法としては，URL を掲載する
行為が典型的であるが，侵害コンテンツへの誘導とい
う観点から，例えば，URL の一部を☆等の記号に置
き換えたもの，侵害コンテンツが蔵置されているサイ
ト内の検索機能を使用して侵害コンテンツへのリンク
情報を取得することを可能とする指令を実行するため
のボタンを掲載する行為等も対象となり得る。
　2）　主観要件
　当該規制は「違法にアップロードされた著作物と
知っていた場合又は知ることができたと認めるに足る
相当の理由がある場合」に限られる。これは，当該著
作物のアップロードが違法なものであるか否かをリン
ク情報等の提供者が判断することが容易ではない場面
もあり得るため，表現の委縮に繋がる可能性もあるこ
とから，主観要件を求めたものである（2）。

　3）　効果
　著作権法 113 条 2 項に該当する場合，リンク情報の
提供行為を行ったものに対して，差止請求及び損害賠
償請求等の民事的な措置を取ることができる。
　4）�　刑事罰（120 条の 2 第 3 号，123 条 1 項，124
条 1 項第 1号）

　著作権法第 113 条 2 項のみなし侵害行為のうち，過
失によるものについては表現行為への委縮への配慮か
ら刑事罰の対象から除外されており，故意犯のみが対
象となっている。法定刑は，3年以下の懲役若しくは
300 万円以下の罰金またはこれらの併科であり，親告
罪である。また，両罰規定の定めもあり，法人につい
ても 3億円以下の罰金が科せられる。
　（2）�　リーチサイト運営者・リーチアプリ提供者の

規制
　リーチサイト運営者・リーチアプリ提供者が，上記
リンク提供行為を放置している場合，著作権法 113 条
3 項により，みなし侵害となる。これは，リンク情報
等を削除する権限及び義務があるにもかかわらず，第
三者によって書き込まれたリンク情報等を削除せずに
放置している者も，リンク情報等の提供行為の主体と
評価し得るためである（3）。
　1）　対象行為
　リーチサイト運営者・リーチアプリ提供者が，侵害
コンテンツへのリンクを削除できる（削除することが
技術的に可能である）にもかかわらずリンクの提供を
削除せず，これを放置する行為が対象となる。
　2）　主観要件
　当該規制は「リンク先のコンテンツが侵害著作物等

文化審議会著作権分科会「文化審議会著作権分科会報告書」（2019 年 2月）4頁より
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であると知っていた場合又は知ることができたと認め
るに足る相当の理由がある場合」に限られる。
　3）　効果
　著作権法第 113 条第 3項に該当する場合，リーチサ
イト運営者・リーチアプリ提供者に対して，差止請求
及び損害賠償請求等の民事的な措置を取ることがで
きる。
　差止めの範囲について，リンク情報等の削除を求め
ることができることに争いはないが，リーチサイトや
リーチアプリ全体の削除まで認められるかどうかは争
いがある。
　4）�　刑事罰（119 条 2 項 4 号・5 号，123 条 1 項，
124 条 1 項第 1号）

　著作権法第 113 条 3 項のみなし侵害行為のうち，故
意犯のみが対象となっている。法定刑は，5年以下の
懲役若しくは 500 万円以下の罰金またはこれらの併科
であり，親告罪である。また，両罰規定の定めもあ
り，法人についても 3億円以下の罰金が科せられる。

　3．3　プラットフォーマーの除外
　ユーザーがリンク情報等を提供することができるプ
ラットフォーム・サービス（例えば，YouTube（登
録商標）等）は，その一部がリーチサイト等に該当す
る場合があるが，それと同時に多くの適法な表現の場
の提供も行っていることから，無用な萎縮が生じるこ
とのないように「リーチサイト等と，相当数のリーチ
サイト等ではないウェブサイト等を包括しているウェ
ブサイト等において，単に公衆への提示の機会を提供
しているに過ぎない者」は，著作権法 113 条 3 項，
119 条 2 項第 4 号・5 号による規制対象から除外され
ている（各規定における括弧書き）。
　ただし，著作権者等からのリンク情報等の削除請求
を正当な理由なく相当期間にわたって放置している場
合や，その他の著作権者等の利益を不当に害すると認
められる特別な事情がある場合は除外されない（各規
定における括弧書きの中の括弧書き）。

　3．4　まとめ
　リーチサイト・リーチアプリに関する改正法の内容
については以上のとおりであり，侵害コンテンツのリ
ンク情報の提供行為及びリーチサイトの運営行為・
リーチアプリの提供行為を規制することにより，著作
権保護を図っている。

4�．侵害コンテンツのダウンロード違法化（30 条
1 項 4 号・2項）

　4．1　はじめに
　2項で述べたとおり，改正法の制定前は，漫画，書
籍，論文といった静止画やコンピュータープログラム
等のコンテンツの海賊版については，アップロード行
為が違法とされているにとどまり，私的使用目的での
ダウンロード行為に何らの法規制がなかったことから
（なお，上述したとおり，私的使用目的ではないダウ
ンロード行為については，著作権者の許諾がない限り
は著作権侵害に当たることは当然である），私的使用
目的であれば，これら海賊版をダウンロードする行為
を著作権侵害に問うことができなかった。
　そこで，改正法は，著作権の権利制限規定である
30 条（私的使用のための複製）から除外される場合
（すなわち，複製が著作権侵害となる場合）として，
既に著作権侵害とされていた音楽・映像のみならず，
その 1項 4号において，著作物全般（漫画，書籍，論
文，コンピュータープログラムなど）のダウンロード
行為を含めることとし，著作権保護という要請に応え
たのである。
　もっとも，平成 31 年の改正案の際の懸念（すなわ
ち，国民の日常的なインターネット利用が萎縮すると
の懸念）を払拭するため，改正法は，30 条 1 項 4 号・
2 項（民事措置）及び 119 条 3 項 2 号・5 項等（刑事
罰）において，著作権侵害となる場合について一定の
除外規定を設けることにより，著作物の円滑な利用の
促進という要請にも配慮している。

　4．2　民事措置（30 条 1 項 4 号・2項）
　（1）　対象著作物
　私的使用目的のダウンロード行為であっても著作権
侵害に該当する対象の著作物を，違法にアップロード
された著作物全般とした（なお，映像及び音楽につい
ては，既に 30 条 1 項 3 号に規定されていることから，
4号はそれ以外の著作物全般を対象とした）（30 条 1
項 4 号）。
　違法にアップロードされた著作物全般について私的
使用目的での複製行為（ダウンロード行為）を著作権
侵害とすることにより，従前よりも著作権保護を実現
することが可能となった。
　（2）　主観要件
　30 条 1 項 4 号は，違法にアップロードされたこと
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を知りながら複製する（ダウンロードする）場合の
み，同号が適用される旨規定している。なお，同条 2
項には，重過失により違法にアップロードされたもの
だと知らなかった場合は，同号が適用されない（著作
権侵害とはならない）旨が規定されている。
　したがって，違法にアップロードされたことを知っ
てダウンロードした場合のみ著作権侵害となり，著し
い不注意により違法にアップロードされたことを知ら
なかったとしても（知らなかったことにつき重過失が
あった場合でも），著作権侵害とはならない。
　（3）　除外規定
　1）�　「軽微なもの」を複製する（ダウンロードする）
場合

　著作物のうち，複製（ダウンロード）する部分が占
める割合，当該部分が自動公衆送信される際の表示の
精度その他の要素に照らし「軽微なもの」と認められ
る場合は，30 条 1 項 4 号は適用されず，私的使用目
的の複製（ダウンロード）行為は著作権侵害とはなら
ない。
　例えば，（ア）著作物全体の分量から見て，ダウン
ロードされる分量がごく小部分である場合や，（イ）
画質が低く，それ自体では鑑賞に堪えないような粗い
画像をダウンロードした場合は，「軽微なもの」と認
められ，私的使用目的であれば著作権侵害とはなら
ない（4）。
　上記（ア）の具体例としては，以下のような例が挙
げられる（5）。
「軽微なもの」の典型例
　・�数十ページで構成される漫画の 1コマ～数コマの
ダウンロード

　・�長文で構成される論文や新聞記事などの 1行～数
行のダウンロード

　・�数百ページで構成される小説の 1ページ～数ペー
ジのダウンロード

「軽微なもの」とは言えない例
　・漫画の 1話の半分程度のダウンロード
　・1コマ漫画の 1コマ全部のダウンロード
　・論文や新聞記事の半分程度のダウンロード
　・�絵画や写真など 1枚で作品全体となるもののダウ
ンロード（上記（イ）の「画質」による判断基準
により，「軽微なもの」と認められる場合もあり
得る。）

　上記（イ）の具体例としては，以下のような例が挙

げられる（6）。
「軽微なもの」の典型例
　・サムネイル画像のダウンロード
「軽微なもの」とは言えない例
　・絵画・イラストなどの鮮明な画像のダウンロード
　・高画質の写真のダウンロード
　2）�　「翻訳以外の方法により創作された二次的著作
物」（二次創作物・パロディ等）を複製する（ダ
ウンロードする）場合

　「翻訳以外の方法により創作された二次的著作物」
（例えば，二次創作物やパロディ等が含まれる）につ
いては，30 条 1 項 4 号は適用されず，これら二次的
著作物について私的使用目的で複製する（ダウンロー
ドする）行為は原著作者の有する著作権の侵害とはな
らない。
　したがって，二次創作者が原著作者の許諾なくアッ
プロードした二次創作物については，それが違法に
アップロードされたものだと知りながら私的使用目的
でダウンロードしたとしても，原作者の著作権の侵害
とはならない。
　3）�　「著作権者の利益を不当に害しないと認められ
る特別な事情がある場合」において複製する（ダ
ウンロードする）場合

　「著作物の種類及び用途並びに当該特定侵害複製の
態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認め
られる特別な事情がある場合」は，30 条 1 項 4 号は
適用されず，私的使用目的の複製（ダウンロード）行
為は著作権侵害とはならない。
　この除外規定の適用を主張する場合，著作物の利用
者が「不当に害しないと認められる特別な事情」の存
在を立証する必要がある。利用者に立証責任を負わせ
たのは，例えば，漫画の海賊版を楽しむためにダウン
ロードしているような場合はおよそ「特別な事情」が
存在するとは考えられないことから，利用者による居
直り主張（行き過ぎた主張）を確実に防止するためで
ある。
　「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特
別な事情がある」かどうかは，（ア）著作物の種類・
経済的価値などを踏まえた保護の必要性の程度，及び
（イ）ダウンロードの目的・必要性などを含めた態様，
という 2つの要素の相関関係によって判断される（7）。
　「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特
別な事情がある」場合の具体例としては，以下のよう
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な例が挙げられる（8）。
【�例 1】詐欺集団の作成した詐欺マニュアル（著作物）
が，被害者救済団体によって告発サイトに無断掲載
（違法アップロード）されている場合に，それを自分
や家族を守る目的でダウンロードすること
【�例 2】無料の大学紀要に掲載された論文（著作物）
の相当部分が，他の研究者のウェブサイトに批判と
ともに無断転載（引用の要件は満たしていない＝違
法アップロード）されている場合に，その文章を全
体として保存すること（正しい知識を得るためには，
その批判文と批判対象の論文をセットで保存する
必要）
【�例 3】有名タレントの SNS に，おすすめイベントを
紹介するために，そのポスター（著作物）が無断掲
載（違法アップロード）されている場合に，その
SNS 投稿を保存すること（有名タレントがイベント
をおすすめしている事実とポスターをセットで保存
する必要）
　（4）　効果
　30 条 1 項 4 号に該当する場合，私的使用目的での
複製（ダウンロード）行為であったとしても，著作権
侵害となり，著作権者は，複製（ダウンロード）行為
者に対し，差止及び損害賠償請求等の民事的な措置を
とることができる。

　4．3　刑事罰（119 条 3 項 2 号・5項等）
　（1）　対象著作物・主観要件・除外規定
　民事措置においては，私的使用目的のダウンロード
行為であっても著作権侵害に該当する対象の著作物
を，違法にアップロードされた著作物全般とされてい
たが（30 条 1 項 4 号），刑事罰の対象となる行為はこ
れよりも厳しく，違法にアップロードされた著作物全
般であり，かつ当該著作物の正規版が有償で提供さ
れているものという限定が加えられた（119 条 3 項
2 号）。
　また，主観要件については，対象となる著作物が違
法にアップロードされたこと及び当該著作物の正規版
が有償で提供されていることを知りながら複製する
（ダウンロードする）ことが必要であり（119 条 3 項 2
号），また，重過失により違法にアップロードされた
ものであること，あるいは当該著作物の正規版が有償
で提供されていることを知らなかった場合（あるい
は，重過失により正規版が無償で提供されているもの

と勘違いした場合）は著作権侵害とはならない（119
条 5 項）。
　さらに，一定の場合には 119 条 3 項 2 号が適用され
ない除外規定に関しては，民事措置（30 条 1 項 4 号）
の場合と同様であり，「軽微なもの」を複製する（ダ
ウンロードする）場合，「翻訳以外の方法により創作
された二次的著作物」（二次創作物・パロディ等）を
複製する（ダウンロードする）場合，及び「著作権者
の利益を不当に害しないと認められる特別な事情があ
る場合」において複製する（ダウンロードする）場合
は除外規定に該当し，119 条 3 項 2 号は適用されず，
したがって，著作権侵害とはならない（119 条 3 項
2 号）。
　もっとも，民事措置の場合と異なり，刑事罰の適用
には，常習性が要件として必要であり（後述（2）
項），また，親告罪とされている（後述（3）項）。こ
れにより，刑事罰の存在によって，国民の日常的なイ
ンターネット利用が萎縮することがないようバランス
をとっている。
　（2）　常習性の要件
　刑事罰の対象となるのは，複製行為（ダウンロード
行為）を継続的に又は反復して行う場合に限定され
（119 条 3 項 2 号），単発的にダウンロード行為を行っ
ても，刑事罰は適用されない。
　（3）　親告罪
　119 条 3 項 2 号の罪は親告罪であって，著作権者の
告訴がない限りは起訴されず（123 条 1 項），刑事罰
が適用されることはない。
　（4）　法定刑
　119 条 3 項 2 号の罪の法定刑は，2年以下の懲役若
しくは 200 万円以下の罰金またはこれらの併科である
（119 条 3 項本文）。

　4．4　まとめ
　以上のとおり，改正法は，民事措置（30 条 1 項 4
号・2 項）及び刑事罰（119 条 3 項 2 号・5 項）を規
定することにより，侵害コンテンツのダウンロード違
法化を実現したものであり，また，その規定内容は，
著作権保護と著作物の円滑な利用の促進という 2つの
要請のバランスに留意したものとなっている。
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5．写り込みに係る権利制限規定
　5．1　はじめに
　写り込みに係る権利制限規定に関し，平成 24 年改
正著作権法により，既に「写真の撮影」・「録音」・「録
画」を行う際における第三者の著作物の写り込みにつ
いては権利制限の対象となっていた（これは，当時，
必要性が特に高かったものに限定して立法化されたも
のである）。
　しかしながら，その後のスマホやタブレット端末等
の急速な普及や，動画投稿・配信プラットフォームの
発達など，社会実態が大きく変化している中で，従来
の規定では不都合が生じる場面が顕在化したことか
ら，改正法は，写り込みに係る権利制限規定の対象範
囲の拡大（著作権法 30 条の 2）に係る規定を導入し，
スクリーンショットや生配信を行う際の第三者の著作
物の写り込みも対象に含めるなど，規定の対象範囲の
拡大を行ったものである。
　これにより，日常生活における様々な行為（例：動
画投稿・配信プラットフォームを活用した個人による
生配信）や，新たなビジネスニーズ（例：ドローンで
撮影した映像をリアルタイムで遠隔地に配信するサー
ビスや，ゲーム制作に当たっての風景のCG化）に対
応することが可能となった。
　また，写り込みに係る権利制限規定の対象の拡大
は，改正法が導入した私的使用目的における侵害コン
テンツのダウンロード違法化との関係でも，インター
ネット利用の萎縮を防止するという目的に資するもの
である。
　すなわち，4項で述べたとおり，改正法により，著
作権者から複製の許諾を得ていない著作物全般につい
ては，私的使用目的であっても一定の要件の下では複
製行為（ダウンロード行為）が著作権侵害となった。
しかしながら，例えば，私的使用目的でスクリーン
ショットを行う際にその背景に偶然使用許諾を得てい
ない他人の著作物が写り込んだ場合にも著作権侵害の
リスクが発生し，インターネット利用が萎縮してしま
うという懸念があった。
　改正法が導入した，写り込みに係る権利制限規定の
対象範囲の拡大はこのように他人の著作物が映り込ん
だ場合において著作権侵害とはならない要件を明確に
することにより，インターネット利用の萎縮の防止を
図ることを目的とする規定であるといえる。

　5．2　改正法の内容
　改正法（30 条の 2）により，写り込みに係る権利制
限の対象となる行為は，従前から認められていた写真
撮影，録音，録画の各行為に加えて，複製行為（例え
ば，スクリーンショット）及び複製を伴わない伝達行
為（例えば，生配信）に拡大された。
　また，適用の要件について，従前は対象行為（写真
撮影，録音，録画等の複製行為）によって創作される
物自体が創作性の認められる場合に限定されていた
が，改正法は，この要件を撤廃し，複製行為や伝達行
為によって作成される対象物に創作性が認められない
場合であっても，本規定が適用されることとなった。
　さらに，メインの被写体と写り込みに係る著作物と
の関係についても，従前はメインの被写体から分離困
難な著作物（なお，ここでいう著作物はメインの被写
体における軽微な構成部分に限られる）の写り込みの
みが対象となり，分離困難性が求められていたのに対
し，改正法は，メインの被写体に付随する著作物（な
お，ここでいう著作物がメインの被写体（作成伝達
物）における軽微な構成部分に限られることは改正法
の前後で変更はない。なお，「軽微な構成部分」に該
当するかどうかは，メインの被写体（作成伝達物）の
うち「当該著作物の占める割合，当該作成伝達物にお
ける当該著作物の再製の精度その他の要素に照らし」
て判断される旨が改正法で新たに規定された）であれ
ば，分離困難でない場合の写り込みであっても対象と
なり，本規定の適用が可能となった。
　ただし，改正法では，写り込みに係る付随対象著作
物の利用により利益を得る目的の有無，付随対象著作
物等のメインの被写体からの分離の困難性の程度，メ
インの被写体において当該付随対象著作物が果たす役
割その他の要素に照らして，正当な範囲内に限り，付
随対象著作物を利用できる旨を規定している。これ
は，著作権保護の観点から，一定の場合には，付随対
象著作物の利用であっても制限を受けることを規定し
たものであるということができる。

6．アクセスコントロールに関する保護の強化
　6．1　経緯
　（1）�　映像や音声等に係る著作権の保護技術として

は，コピーコントロールによる方法（9）とアクセ
スコントロールによる方法（10）が存在する。ア
クセスコントロールについては，これまで，コ
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ンテンツが録音・録画された媒体に不正利用防
止のための信号も併せて記録され，同信号に対
応した再生機器や録画機器等でしか再生・録画
できないという形で用いられてきた。しかしな
がら，近年，コンテンツ提供方法がパッケージ
販売（記録媒体での販売）からインターネット
配信に移行している。これに伴い，不正利用を
防止するための保護技術（アクセスコントロー
ル）として，多くのソフトウェア企業では，シ
リアルコードを利用したアクティベーション方
式のライセンス認証が導入されるようになった
（すなわち，不正利用防止のための信号が，コ
ンテンツが記録されている媒体に記録されるの
ではなく，コンテンツとは別に送信されるよう
になった）。その結果，このシリアルコードを
利用したライセンス認証の回避によるコンテン
ツの不正利用の発生が増えていた。

　（2）�　この点，令和 2 年改正前著作権法において
も，コピーコントロール（なお，著作権法では
コピーコントロールは 2条 1 項 20 号で「技術
的保護手段」と定義されている）及びコンテン
ツとともに記録媒体に不正利用防止のための信
号が記録されている場合におけるアクセスコン
トロール（なお，著作権法ではアクセスコント
ロールは 2条 1 項 21 号で「技術的利用制限手
段」と定義されている）については規定されて
いたが，シリアルコードは，保護対象であるコ
ンテンツと別に提供されるものであるため，従
来の規定では，これが規制対象に含まれるかが
不明確となっていた。また，平成 30 年改正不
正競争防止法においては，既にシリアルコード
の規制が導入されたため，著作権法と不正競争
防止法との間で，規制対象行為について相違が
生じていた。

　6．2　改正法
　（1）�　上述した経緯を踏まえ，改正法は，コンテン

ツやソフトウェアとは別に提供されるシリアル
コードを利用したライセンス認証を保護するた
め，「技術的利用制限手段」の定義規定から，
「著作物，実演，レコード若しくは放送若しく
は有線放送に係る音若しくは影像とともに」の
文言を削除した（改正法 2条 1項 21 号）。これ

により，シリアルコードを利用したアクティ
ベーションが，「技術的利用制限手段」に含ま
れることが明確化された。

　（2）�　ところで，令和 2年改正前から規定されてい
る「技術的保護手段」は，その対象範囲に「著
作権等を有する者の意思に基づくことなく用い
られているものを除く」（2条 1 項 20 号）と定
められている。一方，「技術的利用制限手段」
は，「著作権者，出版権者又は著作隣接権者
（以下『著作権者等』という。）の意思に基づく
ことなく用いられているものを除く」（同 21
号）と定められている。すなわち，20 号の「著
作権等を有する者」が著作権，出版者権，著作
隣接権等の著作財産権に加え，著作者人格権や
実演家人格権を有する者も含むと定義されてい
るのに対し，21 号の「著作権者等」は，「著作
権者，出版権者又は著作隣接権者」のみを意味
し，著作者や実演家は含まれない。これは，20
号の技術的保護手段（コピーコントロール）の
場合は著作者や実演家の人格権（同一性保持権
等）を保護する必要も認められるのに対し，21
号の技術的制限手段（アクセスコントロール）
の場合は出版社等のコンテンツ提供事業者が技
術的制限手段を講じることが多く，これら事業
者の利益保護を図る必要性が高いという実態に
即した規定となっていると思われる。

　6．3　侵害行為と刑事罰
　（1）�　不正なシリアルコードの提供は，それ単独で

回避に用いられるものであり，著作権者等の経
済的利益を不当に害するものであること，及
び，特定の著作物と結びついた形で行われ，民
事上の責任を追及する必要性が高いことから，
回避行為（回避装置・プログラムの提供，回避
サービスの提供等）（113 条 6 項において改正
前からすでにみなし侵害として規定されてい
た）とは独立した行為として新たに「みなし侵
害」として規定された（改正法 113 条 7 項）。

　（2）�　シリアルコードの提供等については，回避行
為（回避装置・プログラムの提供や回避サービ
スの提供等）（改正法 120 条の 2第 1項 1号，2
号）と同様に刑事罰も定められており，新た
に，3年以下の懲役若しくは 300 万円以下の罰
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金又はその併科とされる旨が規定された（改正
法 120 条の 2第 1項 4号）。

　6．4　実務について
　（1）　不正競争防止法との相違点
　インターネット配信されるコンテンツ（データ及び
プログラムを含む）のアクセスコントロールによる保
護に関して，著作権による保護と不正競争防止法によ
る保護とが交錯する場面がある。このため，著作権法
と不正競争防止法の取扱の相違に留意する必要が
ある。
　①�著作権法は，単純回避行為を民事上の責任として
規定しているのに対し（改正法 113 条 6 項），不
正競争防止法では規定していない。

　②�著作権法では，指令符号の製造行為を民事上の責
任として規定しているに対して（改正法 113 条 7
項），不正競争防止法では，規定していない。

　③�著作権法は，輸出行為について何ら規定していな
いが，不正競争節法では，輸出行為を民事上の責
任，刑事上の責任として規定している（不正競争
防止法 2 条 1 項 17 号・18 号，3 条，4 条，21 条
2 項 4 号）。

　④�著作権法は，回避装置やプログラムの提供，回避
サービスの提供について，刑事上の責任のみ規定
しているのに対して（改正法 120 条の 2 第 1 項 1
号，2 号），不正競争防止法では，刑事上の責任
のみならず，民事上の責任として規定している
（不正競争防止法 2 条 1 項 17 号・18 号，3 条，4
条，21 条 2 項 4 号）。

　（2）�　著作物性のないものや，著作権の保護期間が
終了したものについては，不正競争防止法の保
護を選択することになるが，著作物性があり，
保護期間が終了していないものは，著作権法と
不正競争防止法の双方の保護を受けることがで
きる。

　（3）�　コンテンツを収集したデータベースを提供す
る場合，不正競争防止法で規定された限定提供
データとして提供される場合が多いが，コンテ
ンツ自体や検索プログラム等に著作物性がある
場合，著作権法の保護を重畳的に受けることに

より，限定提供データの保護がより強化される
と思われる。

7．終わりに
　以上述べたとおり，改正法は，近年その被害が急増
しているインターネット上の海賊版対策の強化のため
に，リーチサイト対策（著作権法 113 条 2 項～4 項，
119 条 2 項第 4号・第 5号，120 条の 2第 3号等）や，
侵害コンテンツのダウンロード違法化（著作権法 30
条 1 項第 4 号・2 項，119 条 3 項第 2 号・5 項等）に
係る措置等を講じ，著作権者の保護を図る一方で，著
作権侵害の成立に関して一定の除外要件を定め，ある
いは附則に配慮規定を設けるなどして，国民の日常的
なインターネット利用が萎縮するとの懸念を払拭し，
著作物の円滑な利用が過度に阻害されないようにした
ものである。
　もっとも，「深刻な海賊版被害への実効的な対策を
講じること」と「国民の正当な情報収集等に萎縮を生
じさせないこと」という 2つの相反する要請が改正法
によって真に実現されるかどうかについては，改正法
施行後の状況を慎重に見極めていく必要があるであ
ろう。

以上

（注）
（1）文化審議会著作権分科会「文化審議会著作権分科会報告書」
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（3）文化審議会著作権分科会前掲注（1）32 頁
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15 頁

（5）文化庁前掲注（4）15 頁
（6）文化庁前掲注（4）15 頁
（7）文化庁前掲注（4）18 頁
（8）文化庁前掲注（4）18 頁
（9）コピーそのものを制御する方式であり，マクロビジョンや
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（10）コンテンツ自体を暗号化（スクランブル化）し，視聴でき
なくする方式であり，CSS や AACS 等の技術が存在する。
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